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｢競争の導入による公共サービスの改革に関する法律｣に基づく｢令和元年度 国

営木曽三川公園運営維持管理業務民間競争入札｣に係る契約者の決定について 

 

 

 

 ｢競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成 18 年法律第 51 号)｣に基づ

く民間競争入札を行った｢令和元年度 国営木曽三川公園運営維持管理業務｣（以下、

「本業務」という。）については、下記のとおり契約者を決定しました。 

 

 

 

１．契約の相手方の名称及び住所 

一般財団法人 公園財団 

 代表者 蓑茂 壽太郎 理事長 

     東京都文京区関口一丁目４７番１２号 

 

  

２．契約金額 

  ２，８０７，０００，０００円（税抜） 

 

 

３．実施期間 

  令和２年２月１日～令和６年１月３１日 

 

 

４．業務内容 

契約者が行う業務は、国営木曽三川公園において、国営公園設置の意義を踏まえ、

その効用を最大限発揮させるべく、公園の運営維持管理全般について計画立案を行

い、目標及び業務計画を策定し、その一元的管理方針のもとで、利用促進のための

行催事や広報宣伝の企画・立案・実施、施設利用料徴収、巡視・保安警備、公園利

用者に対するサービスの提供、利用指導、救急、公園利用者の安全・安心の確保、

地域貢献や市民等との協働、他の施設管理者との連携、建物や工作物等公園施設の

維持管理、清掃、植物の育成・維持管理、収益施設の運営など多岐にわたる業務を

総合的な調整のもと、相互連携を保ち、適切に進捗管理を行いつつ実施するもので

ある。 

 

 

５．業務の実施に当たり達成すべき質に関する事項 

本事項に関しては、｢令和元年度 国営木曽三川公園運営維持管理業務民間競争入

札実施要項｣（以下、「本実施要項」という。）における以下の記載のとおりであ

る。 
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．事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等の長等に対して報

告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの

適正かつ確実な実施の確保のために契約により事業者が講ずべき措置に関する事項 

本事項に関しては、本実施要項における以下の記載のとおりである。 
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７．事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を与えた場合において、

その損害の賠償に関し契約により事業者が負うべき責任（国家賠償法の規定により国

の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含

む。）に関する事項 

本事項に関しては、本実施要項における以下の記載のとおりである。 
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８．契約者における当該公共サービスの実施体制及び実施方法の概要 

落札者の実施体制については、業務全体の計画立案及びマネジメント業務の業務

責任者（総括責任者）、企画運営管理業務責任者、施設・設備維持管理業務責任者、

植物管理業務責任者、収益施設等設置管理運営業務責任者を配置し、業務内容に応

じた適切な体制で実施することとしている。 

実施方法については、「国営公園の管理運営新時代・課題に正対し次を拓く」を

基本姿勢に、①公園特性を生かした利用促進策を展開し、入園者数の確保を図る。

②多様な主体の参加を誘導することで、価値向上につながる地域連携の実装化に取

り組む。③ストックマネジメントの実践として、従来の期間更新基準に加え経験豊

富なスタッフによる状況更新基準化への取組を試行する。④国営公園マネジメント

時代に即応するために、費用対効果に適う維持管理の手法開発に取り組む。として

いる。 

 

 

９.問い合わせ先 

中部地方整備局建政部都市整備課公園係 

   電話 ０５２－９５３－８５７３ 


